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一般社団法人
リアル・コンサベーション

本来あるべき自然保護とは何か？

自然保護の原点はどこか？

自然保護に関する国民的指標

自然保護憲章

第５次環境基本計画
日本が抱える環境・経済・社会の課題

生物多様性基本法
前文

現在の課題

基本理念

市民立法による制定

環境問題の現場と政策を
繋いで保全を促進する事業。

生態系を基本として持続可
能な社会を目ざす事業。

自然の摂理を理解し普及・
教育する事業。

環境関連の法制化や法改
正に関する事業。

政策に対するシンクタンク
機能を有する事業。

人口減少社会における自
然保護と福祉に関する事業。

その他当法人の目的を達
成するために必要な事業。

都市と農山漁村とのギャップ 課題と問題点・解決策の検討

タスクフォース型

事業

国際的な要請

定款の事業

(地域循環共生圏)



一般社団法人 リアル・コンサベーション

設立年月日：自然保護憲章制定の日(1974)であり、環
境の日が６月５日。1993年の環境基本法に基づき制定
された記念日。環境保全に関する国民の関心と理解を
深め、環境保全活動への積極的参加を促すことを目的
とする。日付は1972年にストックホルムで開催された「国
連人間環境会議」の開始日(世界環境デー)にちなむ。
（出典：大辞泉プラス）

７つの事業
1. 環境問題の現場と政策を繋い

で保全を促進する事業。
2. 生態系を基本として持続可能

な社会を目ざす事業。
3. 自然の摂理を理解し普及・教

育する事業。
4. 環境関連の法制化や法改正に

関する事業。
5. 政策に対するシンクタンク機能

を有する事業。
6. 人口減少社会における自然保

護と福祉に関する事業。
7. その他当法人の目的を達成す

るために必要な事業。

７つ

７つ
の節

ニホンカモシカ(学生運動、
岐阜・長野・滋賀)
特別天然記念物
人と野生動物との軋轢
保護管理（ワイルドライフマ
ネージメント）
カモシカ保護区（３庁合意、
種指定→地域指定、15ヶ所[未
指定：四国山地・九州山地]、
MAB）
ブナの葉：日本の自然を表
現

目的：自然保護憲章制定国民会議によって制定され
た自然保護憲章(昭和49年6月5日)および生物多様
性基本法(平成20年6月6日法律第58号)制定文を基
本理念とし、生態系で考える自然と共生する社会の
形成やその他の自然・環境・保全に貢献し、人々が
健康で幸福に暮らすことができる自然や環境を維
持・向上させることに寄与することを目的とする。

①②

③
④

⑤

⑥

⑦



スーパーイヤーとは？





持続可能な開発の概念誕生



世界環境保全戦略

１９８０年に、IUCN、WWF、UNEP（国連環境計画）と
共に「世界環境保全戦略」を発表（持続可能な開発の
理念を提唱）



持続可能な開発

１９８０年３月６日刊行

自給社会では、全部ではないにしてもその大部分の自然資源を持続利用することが不可欠である。
＜中略＞

すべての自然資源の利用の持続を強調する社会は、その社会がそれらの資源から実質的に無期限に利益を上げることを保証していることになる。

約40年前

生態系を機軸として！



１９８０

40年前







世界保全戦略から読み解く福祉







ＳＤＧｓと福祉



http://www.ungcjn.org/common/frame/plugins/fileUD/download.php?type=contents_files&p=elements_file_2687.pdf&toke
n=3fcbef2fbd92a13ea06a34845a3c52beb8cd3cc0&t=20180505204252

2015年



https://web-opinions.jp/posts/detail/90

SDGsのウェディングケーキ



https://www.jstage.jst.go.jp/article/tits/23/1/23_1_16/_pdf/-char/jaSDGsと学術、科学技術





地域循環共生圏

に見る福祉



2018年











これからの生物多様性
とＳＤＧｓ



★



★

★



http://www.cre-en.jp/library/SDGs/pdf/prescriptions-for-the-SDGs-implementation.pdf

持続可能な開発目標とガバナ
ンスに関する総合的研究

（POST2015 プロジェクト）

プロジェクトリーダー

蟹江憲史

目標１４（海の豊かさを守ろう）と
１５（陸の豊かさを守ろう）の目標
年は、愛知目標で2020年までの目標
と合わせている。
この目標は、第１５回締約国会議で
合意されたポスト愛知目標に合わせ
て、SDGsの目標年が改定されること
はない。
SDGsは、困難な議論の末、合意され
たものであり、１４と１５だけ目標
年を変える動きをすれば他の目標の
変更してしまうパンドラの箱を開け
ることになりかねない。従って、目
標年は変更されない。
環境省も認識している。つまり２０
２１年からSDGsが独り歩きすれば、
１４と１５は、終わったものとされ
てしまう危機がある。



ポスト愛知目標

２０２１年からのＳＤＧｓ



生物多様性条約第15回締約国会議

SDGｓ、１４＆１５のロードマップ



福祉と環境



SATOYAMAイニシアティブ



里地・里山をどう守るか？





地球幸福度指数（HPI）

※幸福度の要因を表す6つの説明変数

①GDP
②困ったときに頼ることができる人がいるか
③健康寿命
④人生を選択する自由度
⑤他者への寛容さ
⑥汚職のない社会

HPIは、各国の平均寿命、人生の満足度、エコロジカル・フットプリ
ントのデータを用い、「消費される環境資源量当たりに生じる人間
の幸福の度合い」を評価し、どの国の住民が長く幸せで持続可能
な人生を送ることができるかを数値で測り、ランク付けしています。



1. フィンランド
2. ノルウェー
3. デンマーク
4. アイスランド
5. スイス
6. オランダ
7. カナダ
8. ニュージーランド
9. スウェーデン
10. オーストラリア

2018年 幸福度の高い国トップテン



2018年 幸福度の高い国トップテン

日本は54位！

















国交省・小さな拠点づくり









福祉と環境の統合の時代へ



2025年には4人に1人が65歳以上の
高齢者となる時代

日本はすでに、

高齢化社会ではなく

超高齢社会と
なっている！

全人口に占める65歳以上の高齢者の割合

1970年 7% 高齢化社会
1995年 14% 高齢社会
2007年 21% 超高齢社会

＊2018年 女性においては
3人にひとりが65歳以上



多死社会とは

高齢者の増加により、死亡者
数が非常に多くなり、人口が
少なくなっていく社会形態の
ことをいう。
2012年から30年ほどは、死

亡数が急増し、多死社会の
状態が続く

・死に場所難民
・医療・福祉施設での対応
が困難

２０２５年問題 多死社会

首都圏において言われているのは、おそらく2025年を待つまでもなく、あと数年

で首都圏の介護施設は足りなくなる・・・『介護クライシス』と懸念されている
事態が起ころうとしている。その先に見えるものは、在宅での最期です。



福祉と環境を統合する時代











福祉と環境の統合の時代へ
企業の動き









福祉と環境の統合の時代へ
2022年問題



2022年に何が起こる？ 生産緑地と2022年問題

 都市計画により市街化区域となっている地域は、市街化
を進めることを前提とした地域となり、農地などの緑地
についても宅地に転用するように進められている。

 宅地ばかりになってしまうと環境悪化などの問題が起こ
ることになるということから、1991年に生産緑地法が改
正され、市街化区域の中に農地として保つべき生産緑地
と、宅地化を進める農地に区分することになった。

 生産緑地は税制面等で優遇される代わりに30年間は農地
以外に利用することが出来ないという制限が課せられて
いる。

 その期限となる30年が2022年となり、2022年に生産緑地
の解除を受けて宅地に転用する土地が急増し、不動産の
価格が大きく下がるのではないかと言われている。

 全国に生産緑地地区として指定された農地は約1万3000ヘ
クタールあり、約８割にあたる１万400ヘクタールが2022
年に30年の期限を迎える。

https://sumaity.com/land_usage/press/389/



https://chester-fudosan.jp/case/326.html



https://smtrc.jp/useful/expert/2022problem.html



土地の固定資産税は農地並みに軽減
相続税の納税猶予
生産緑地の指定を受けると建築物を建て
るなどの行為が制限

生産緑地の期限が切れることによる影響
ファミリー向け賃貸住宅（駐車場付）が増える
安い新築住宅が増える
郊外に不動産を所有している人にとってはリスクに

https://fudosan-pro.me/topics/1/

https://smtrc.jp/useful/expert/2022problem.html



 この30年という期限を迎えたとき、農地所有者が病気・高齢

などを理由に農業に従事できなくなった、又は死亡などの場
合に、所有者は市区町村の農業委員会に土地の買い取り申
し出を行える。

 この買取り申し出に対し自治体は、特別の事情がないかぎり
時価で買い取るものとされているが、市区町村が買い取らな
かったり、生産緑地として他に買う者がいない場合には、この
生産緑地指定が解除される。

 ただ実際のところは、自治体による買い取りの実績はほとん
どみられないのが実情。

 生産緑地の指定が解除され固定資産税が従来の100倍以上

になると、その税負担に耐え切れず、農地所有者は土地を売
却することを検討せざるを得なくなり、そこにハウスメーカー
やマンションデベロッパーなどが買主として登場することは容
易に想像できる。

 その結果、大量の戸建て用地・アパート用地・マンション用地
が市場に出回り、不動産市況に悪影響を及ぼすという推測
が冒頭の「生産緑地の2022年問題」だ。

https://legalservice.jp/topics/19361.html



SDGs×生物多様性シンポジウム「未来を創る食農ビジネス」
寺島実郎スライドより抜粋



福祉と環境の統合の時代へ
農福連携



これまでの農林水産省



2009年



○ノウフクとは

ノウフクは、農福連携を農業と福祉の連携よりも広い概念で捉え
たもの。
ノウ＝農林水（業・教育・文化）＝「自然」

フク＝障がい者・触法者・生活困窮者・高齢者等あらゆる人（多様
性）＝「人」

○ノウフクPROJECTとは

行政、生産者、事業所、地域コミュニティ、企業、コーディネーター
、販売者、消費者などをひとつながりに結び、ノウフクのビジョンや
情報の共有、販売、ブランディングまで、それぞれの取り組みが効
果的に連動するようにデザインし、持続可能な共生社会を実現す
るプロジェクト。

https://noufuku.jp/about













福祉と環境の統合の時代へ
自然と福祉の連携



















まとめ

持続可能で健全な社会を作るには、健康で
文化的で自然が豊かな環境が重要になる。
その社会を支えるのは人である。地域循環
共生圏の要となる人の心のケアが行き届い
ていれば、健全な社会成り立つのである。

福祉と環境の統合が
日本の生き残る道


